
西友駐車場

フーガⅠ
防災センター

（045）571-6111

西口モールは歩行者用通路ですので荷物の積み下ろしの際は、歩行者の安全に
十分注意願います。 エレベータは西友のお客様との共用です。公会堂利用は西
友の立体駐車場を割引でご利用になれますので駐車券を窓口にお持ち下さい。

【手順① 許可申請】

車止め

警察からの使用許可証を1部防災センタへ
提出して下さい。
許可証は当日、車両のフロントガラスに掲
出してください。

【手順② 防災センターへ提出】

申請

鶴見
警察署

許可

車両通行許可書の届出・車両許可エリア

警察署への許可申請にはフーガⅠ防災センターの
モール使用届書（次頁参照）の添付が必要です。
※警察の使用許可は1週間程度かかります。
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用紙はフーガⅠビルの防災センター（西友２Ｆ）で発行します。
※平日 ９時～午後５時

警察署への通行許可証申請時に添付が必要です。



※有料
申請時に手数料がか
かります。



モール車止め施錠方法

注）歩行者の安全のため、モールの車止め
の南京錠は枠の内側にし施錠して下さい。

枠の外側はＮＧ

枠の内側に施錠

西口モールの車止めの鍵は、当日朝、防災センターで開錠します。

荷物の積み下ろし中は、道路通行許可証をフロントガラスに掲出して下さい。
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